
参考資料 

白岡市議会委員会条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 

新 

 

旧 

  

（常任委員会の所属、常任委員会の名称、委員定 

数及びその所管） 

第２条 略 

２ 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次の 

とおりとする。 

⑴ 略 

⑵ 文教厚生常任委員会 ６人 

生活経済部（環境課及び文化・スポーツ振興 

課に限る。）、健康福祉部及び教育委員会の所 

管に関する事項 

⑶ 略 

⑷ 広聴広報常任委員会 ８人 

 ア 議会の広聴に関する事項 

  イ 議会広報の編集、発行等に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（常任委員会の所属、常任委員会の名称、委員定 

数及びその所管） 

第２条 略 

２ 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次の 

とおりとする。 

⑴ 略 

⑵ 文教厚生常任委員会 ６人 

生活経済部（環境課に限る。）、健康福祉部及 

び教育委員会の所管に関する事項 

 

⑶ 略 

⑷ 議会広報常任委員会 ７人 

   議会広報の編集、発行等に関する事項 

 


